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群
馬
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
二
十
二
号 

 
 
 

群
馬
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則

平
成
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
百
二
十
三
号

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正

 

 
の
下

及
び

を
加

同
条
に
次
の
一
号
を
加

 

四 

当
該
文
書
等
を

に
よ
り
読
み
取

電
磁
的
記
録
を
電
子
情
報
処
理
組 

の
使
用
に
係
る

を
含

以
下
同

開 

示
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処 

理
組
織

以
下
同

使
用
し
て
開
示
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算 

機
に
備
え
ら
れ
た

に
複
写
さ
せ
る
方
法 

 

第
九
条
に
次
の
一
号
を
加

 

四 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
開
示
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え 

ら
れ
た

に
複
写
さ
せ
る
方
法 

第
十
一
条
第
一
項
の
表
一
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
の

の

六
の

に
改 

 
 

同
表
五
の
項
を
同
表
六
の
項

同
表
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

 

 
 

 

 

   

別
記
様
式
第
一
号
中 

 

            

 

         
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

に
改

 

        

 

 
 
 

附 

則 
 

１ 

こ
の
規
則

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

 

２ 

改
正
後
の
群
馬
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
規
定

規
則
の
施
行
の

以
後
に
さ
れ
た
開
示
請
求
に
つ
い
て
適
用

施
行
日
前
に
さ
れ
た
開
示 

請
求

従
前
の
例

 

   

群
馬
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布

 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
二
十
三
号 

 
 
 

群
馬
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
群
馬
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
施
行
規
則

令
和
五
年
群
馬
県
規
則
第
二
十

三
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 

別
記
様
式
第
四
号
中 

 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

を 

■ 

規 
 

則 

五 

文
書
等
を

に
よ
り
読
み
取

電
磁

的
記
録

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
開
示
を
受

け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

イ
ル
に
複
写
さ
せ
る
方
法 

当
該
文
書
等
一
枚
ご
と
に
十

円 

 

１
 
□

 
閲

覧
、
聴

取
又

は
視
聴

 
 ２
 
□

 
写

し
の
交

付
（

□
 
窓

口
で
の

交
付

 
□
 

送
付

に
よ
る

交
付
）

 
⑴
 
□

 
紙

 
□
 

カ
ラ

ー
部
分

を
含
む

頁
は

、
カ
ラ

ー
コ

ピ
ー
を

希
 

 
 
 

 
 

 
 
 

望
す

る
。

 
 ⑵
 
□

 
電

磁
的
記

録
媒

体
（
□

 
Ｃ
Ｄ

－
Ｒ

 
□
 

Ｄ
Ｖ

Ｄ
－
Ｒ

）
 

 
 
 

 
□

 
電
磁

的
記

録
を
保

有
し
て

い
な

い
場
合

に
は

、
ス
キ

ャ
ナ

 
 
 
 

 
 

 
に
よ

る
複

写
物
の

交
付
を

希
望

す
る
（

保
有

す
る
処

理
装

 
 
 
 

 
 

 
置
に

よ
り

容
易
に

実
施
で

き
る

場
合
に

限
る

。
）
。

 
 
 
 

 
 

 
※
別

途
読

み
取
り

費
用
が

発
生

し
ま
す

。
 

  
⑶
 

□
 

そ
の
他

の
媒

体
（
 

 
 
 

 
 

 
 
 

）
 

 

を 

 

 
※
写

し
の

交
付
媒

体
（

写
し
の

交
付
を

希
望

す
る
場

合
）

 
 
⑴
 

□
 

紙
（
□

 
カ

ラ
ー
部

分
を
含

む
頁

は
、
カ

ラ
ー

コ
ピ
ー

を
希
望

 
す
る
。

）
 

 
⑵
 

□
 

電
磁
的

記
録

 
 
 
 

 
□

 
Ｃ
Ｄ

－
Ｒ

 
 
□

 
Ｄ
Ｖ

Ｄ
－

Ｒ
 
□

 
電

子
メ
ー

ル
又
は

 
ダ
ウ
ン

ロ
ー

ド
 

 
 
 

 
□

 
電
磁

的
記

録
を
保

有
し
て

い
な

い
場
合

に
は

、
ス
キ

ャ
ナ
に

 
よ
る
複

写
物

の
交
付

を
希

望
す
る

（
保
有

す
る

処
理
装

置
に

 
よ
り
容

易
に

実
施
で

き
る

場
合
に

限
る
。

）
。

 
 
 
 

 
 

 
※
別

途
読

み
取
り

費
用
が

発
生

し
ま
す

。
 

  
⑶
 

□
 

そ
の
他

の
媒

体
（
 

 
 
 

 
 

 
 
）

 

１
 
□

 
事

務
所
に

お
け

る
開
示

 
 
 
 

□
 

閲
覧
、

聴
取

又
は
視

聴
 

 
 
 

□
 

写
し
の

交
付

（
下
記

「
※
写

し
の

交
付
媒

体
」

を
記
載

）
 

 ２
 
□

 
送

付
に
よ

る
写

し
の
交

付
（
下

記
「

※
写
し

の
交

付
媒
体

」
を
記

載
）

 

 

１
 
□

 
閲

覧
、
聴

取
又

は
視
聴

 
２
 
□

 
写

し
の
交

付
 

 
☐
 

事
務
所

に
お

け
る
開

示
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
開
示

を
希

望
す
る

日
 

 
 
年

 
 
月

 
 

日
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
☐
 

送
付
に

よ
る

交
付

 
（
希
望

す
る

交
付
方

法
を

上
記
２

点
か
ら

ご
選

択
く
だ

さ
い

）
 

 
写
し
の

交
付

媒
体
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１
 
□

 
事

務
所
に

お
け

る
開
示

（
希
望

日
 

 
年
 

 
月

 
 
日

）
 

 
 
 

希
望

す
る
開

示
方

法
を
下

記
２
点

か
ら

御
選
択

く
だ

さ
い
。

 
 
 
 

□
 

閲
覧
、

聴
取

又
は
視

聴
 

 
 
 

□
 

写
し
の

交
付

（
下
記

「
※
写

し
の

交
付
媒

体
」

を
記
載

）
 

２
 
□

 
送

付
に
よ

る
写

し
の
交

付
（
下

記
「

※
写
し

の
交

付
媒
体

」
を
記

載
）

 
※
写
し

の
交

付
媒
体

（
写

し
の
交

付
を
希

望
す

る
場
合

）
 

□
 

電
磁
的

記
録
を

保
有

し
て

い
な
い

場
合
に

は
、
ス

キ
ャ

ナ
に

よ
る
複

写
物
の

交
付

を
希

望
す

る
（

保
有

す
る

処
理

装
置

に
よ

り
容

易
に

実
施

で
き

る
場

合
に

限
る
。
）

。
 

※
別
途

読
み

取
り
費

用
が

発
生
し

ま
す
。

 

□
 

電
磁
的

記
録
を

保
有

し
て

い
な
い

場
合
に

は
、
ス

キ
ャ

ナ
に

よ
る
複

写
物
の

交
付

を
希

望
す

る
（

保
有

す
る

処
理

装
置

に
よ

り
容

易
に

実
施

で
き

る
場

合
に

限
る
。
）

。
 

※
別
途

読
み

取
り
費

用
が

発
生
し

ま
す
。

 

 

 

     
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

に
改

 

 

別
記
様
式
第
五
号
及
び
別
記
様
式
第
六
号
中 

 

         
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

を  

       
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

に
改

 

 

別
記
様
式
第
十
六
号
中 

 

            
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

を  

           
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

に
改

 

 

別
記
様
式
第
二
十
号
及
び
別
記
様
式
第
二
十
八
号
中 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

に
改

 

 
 
 

附 

則 
１ 
こ
の
規
則

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
施

行
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙

当
分
の

し
て
使
用
す
る
こ 

 

  

 

を 

 

☐
運
転

免
許

証
 
 
☐
健
康

保
険
被

保
険
者

証
 

 
☐
個
人

番
号

カ
ー
ド

又
は

住
民
基

本
台
帳

カ
ー

ド
（
住

所
記

載
の
あ

る
も
の

）
 

 

を 

☐
運

転
免

許
証

 
☐

個
人

番
号

カ
ー

ド
又

は
住

民
基

本
台

帳
カ

ー
ド

（
住

所
記

載
の

あ
る

も
 

の
）
」

 

②
写
し

の
交

付
に
よ

る
開

示
 

準
備
日

数
及

び
送
付

費
用

 

①
事
務

所
に

お
け
る

開
示

 
開

示
を

実
施

す
る

こ
と

が
で
き
る

日
時

及
び
場

所
 

開
示
の

実
施

の
方
法

 

 日
時
：

 
 場
所
：

 
  

 

開
示
の

実
施

の
方
法

 
 

 

□
 
閲

覧
、

聴
取
又

は
視

聴
 

□
 
写

し
の

交
付

 
 
☐

 
事
務

所
に
お

け
る

開
示
を

希
望

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

開
示
の

実
施

を
希
望

す
る

日
 

 
 
 

 
年

 
 
 

月
 

 
 
日

 
 
午

前
・

午
後

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
☐

 
写
し

の
送
付

に
よ

る
交
付

に
よ

る
開
示

を
希
望

 
 

「
写
し

の
交

付
」
を

希
望

す
る
場

合
の
交

付
媒

体
 

（
１
）

 
□

 
紙
（

□
 

カ
ラ
ー

部
分
を

含
む

頁
は
、

カ
ラ

ー
コ
ピ

ー
を
希

望
す

る
。

 
（
２
）

 
□

 
Ｃ
Ｄ

－
Ｒ

 
 

□
 
Ｄ
Ｖ

Ｄ
－

Ｒ
 

□
 
電

磁
的

記
録
を

保
有

し
て
い

な
い
場

合
に

は
、
ス

キ
ャ

ナ
に
よ

る
 

複
写
物

の
交

付
を
希

望
す

る
（
保

有
す
る

処
理

装
置
に

よ
り

容
易

 
に
実
施

で
き

る
場
合

に
限

る
。
）

。
※
別

途
読

み
取
り

費
用

が
発

 
生
し
ま

す
。

 
（
３
）

 
□

 
そ
の

他
の

媒
体
（

 
 
 

 
 

）
 

□
 
事

務
所

に
お
け

る
開

示
（
希

望
日

 
 
 

年
 
 

 
月

 
 
 

日
 
 

午
前

・
午
後

）
 

 
 
希

望
す

る
開
示

方
法

を
下
記

２
点
か

ら
御

選
択
く

だ
さ

い
。

 
 
□
 

閲
覧

、
聴
取

又
は

視
聴

 
 
□
 

写
し

の
交
付

（
下

記
「
※

写
し
の

交
付

媒
体
」

を
記

載
）

 
 □
 
送

付
に

よ
る
写

し
の

交
付
（

下
記
「

※
写

し
の
交

付
媒

体
」
を

記
載
）

 
 
※
写

し
の

交
付
媒

体
（

写
し
の

交
付
を

希
望

す
る
場

合
）
 

（
１
）

 
□

 
紙
（

□
 

カ
ラ
ー

部
分
を

含
む

頁
は
、

カ
ラ

ー
コ
ピ

ー
を
希

望
す

る
。

）
 

（
２
）

 
□

 
Ｃ
Ｄ

－
Ｒ

 
 

□
 
Ｄ
Ｖ

Ｄ
－

Ｒ
 

□
 
電

磁
的

記
録
を

保
有

し
て
い

な
い
場

合
に

は
、
ス

キ
ャ

ナ
に
よ

る
複
写

物
 

の
交
付

を
希

望
す
る

（
保

有
す
る

処
理
装

置
に

よ
り
容

易
に

実
施
で

き
る

 
場
合
に

限
る

。
）
。

※
別

途
読
み

取
り
費

用
が

発
生
し

ま
す

。
 

（
３
）

 
□

 
そ
の

他
の

媒
体
（

 
 
 

 
 

）
 

 ☐
運
転

免
許

証
 
 
☐
健
康

保
険
被

保
険
者

証
 

 
☐
個
人

番
号

カ
ー

ド
又
は

住
民
基

本
台
帳

カ
ー

ド
（
住

所
記

載
の
あ

る
も
の

）
 

 
☐

運
転

免
許

証
 

☐
個

人
番

号
カ

ー
ド

又
は

住
民

基
本

台
帳

カ
ー

ド
（

住
所

記
載

の
あ

る
も
 

の
）
」

 

２
 
□

 
写

し
の
交

付
 

 
☐
 

事
務
所

に
お

け
る
開

示
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
開
示

を
希

望
す
る

日
 

 
 
年

 
 
月

 
 

日
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
☐
 

送
付
に

よ
る

交
付

 
（
希
望

す
る

交
付
方

法
を

上
記
２

点
か
ら

ご
選

択
く
だ

さ
い

）
 

 
写
し
の

交
付

媒
体

 

を 
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群
馬
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 
群
馬
県
規
則
第
二
十
四
号 

 
 
 

群
馬
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正

 

 

様
式
第
十
七
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
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附 

則 

１ 

こ
の
規
則

公
布
の
日
か
ら
施
行

 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り

作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙

当
分
の

し
て
使
用

 

    

群
馬
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
二
十
五
号 

 
 
 

群
馬
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 

び

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

改

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

改

 
 
 

 

 

                 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

を
削

 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則

の

と
い 

規
定
に
よ
り
提
出

又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
書
類

規
則
に
よ

る
改
正
後
の
同
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出

又
は
交
付

 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙

当
分

の

し
て
使
用

 

    

群
馬
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
二
十
六
号 

 
 
 

群
馬
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

 

 

場
合

当
該
違
反
行
為
を
し
た
者

懲 

に
改

改

 

 

当
該
違
反
行
為
を
し
た

に
改

 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則

令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行

第
三
十
五
条
第
一
項
の
改
正

に
改
め
る
部
分
を
除

及
び
第
三
十
六
条
の
改
正
規
定 

公
布
の
日
か
ら
施
行

 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用

従
前
の
例
に
よ

 

    

群
馬
県
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
二
十
七
号 

 
 
 

群
馬
県
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則 

 

の
全
部
を
改
正 

 

 

第
一
条 

こ
の
規
則

宅
地
造
成
及
び

被
保
険

者
証

 
加
入
医

療
保

険
 

個
人
番

号
※

１
 

個
人
番

号
 

（
受

診
者

が
１

８
歳

未
満

の
場

 
※
２

 

合
）

 
（
受
診

者
が

１
８
歳

未
満

の
場
合

）
 

※
１
 

本
人

が
再

交
付

申
請

を
す

る
際
に

、
次

の
(
1
)
又
は
(
2
)
の
書

類
を
掲

示
す

る
こ

と
に

よ
り

、
本

人
確

認
を

行
っ

た
場

合
に

は
、

個
人

番
号

の
記

載
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 
(
1
)
 
以
下
の
書
類
の

う
ち

１
つ
以

上
 

ア
 

個
人

番
号

カ
ー

ド
、

運
転

免
許
証

、
運

転
経

歴
証

明
書

、
旅

券
、
身

体
障

害
者
手

帳
、

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
、
療

育
手

帳
、

在
留

カ
ー

ド
又

は
特
別

永
住

者
証

明
書

 
イ
 

官
公

署
か

ら
発

行
・

発
給

さ
れ
た

書
類

そ
の

他
こ

れ
に

類
す

る
書
類

で
あ

っ
て
、

写
真
の

表
示

等
の
措

置
が

施
さ
れ

、
群
馬

県
知

事
が
適

当
と

認
め
る

も
の

 
(
2
)
 
以
下
の
書
類
の

う
ち

２
つ
以

上
 

ア
 

医
療

保
険

被
保

険
者

証
等

、
介
護

保
険

被
保

険
者

証
、

国
民

年
金
手

帳
、

児
童
扶

養
手
当

証
書

又
は
特

別
児

童
扶
養

手
当
証

書
 

イ
 

官
公

署
か

ら
発

行
・

発
給

さ
れ
た

書
類

そ
の

他
こ

れ
に

類
す

る
書
類

で
あ

っ
て
、

群
馬
県

知
事

が
適
当

と
認

め
る
も

の
 

※
２
 

申
請

を
障

害
児

の
保

護
者

が
行
う

場
合

、
保

護
者

に
つ

い
て

上
記
の

書
類

を
掲

示
し

本
人
確
認

を
行

っ
た

場
合

に
は

、
保

護
者
及

び
障

害
児

両
方

の
個

人
番

号
の
記

載
を

省
略

す
る
こ
と

が
で

き
ま
す

。
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宅
地
造
成
及
び及

び
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
規

施
行
に
つ
い
て
必
要
な

事
項
を
定

 

 

第
二
条 
こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

び
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例

 
の

 

第
三
条 

び
第
四
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含

規
定
す
る
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書

国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
律

の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特
例
に

関
す
る

の
例

 

２ 

法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
事
の
許
可
証

と
す

 

の

 

第
四
条 

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

当
該
許

可
に
係
る
工
事
の
施
行
区
域
を
工
区
に
分

省
令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は

第
二
項
第
一
号
又
は
第
六
十
三
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
添
付

す
る
図
面

当
該
工
区
の

び
規
模
を
明
示

 

の

 

第
五
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類

当
該
各
号
に
定
め
る
様
式

 

 

一 

省
令
第
七
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類 

別
記
様
式
第
二
号 

 

二 

省
令
第
七
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
二
項
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類 

別
記
様
式
第
三
号 

 

三 

省
令
第
七
条
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
二
項
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類 

別
記
様
式
第
四
号 

２ 

省
令
第
七
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
二
項
第
十
号
並
び
に
第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び

第
二
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類

次
に
掲
げ
る
書
類

 

 

一 

宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
施
行
に
係
る

に
規
定
す
る

の
写
し
又
は
地
図
に
準
ず
る

条
第
四
項
に
規
定
す
る
図
面

写
し 

 

二 

宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域
内
の
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書 

 

三 

工
事
主
の
資
力
及
び
信
用
に
関
す
る

 

 

四 

工
事
施
行
者
の
能
力
に
関
す
る

 

 

五 

排
水
施
設
を
設
置
す
る
場
合

排
水
施
設
の
設
計
に
係
る
書
類 

 

六 

土
地
の
求
積
図 

 

七 

擁
壁
を
設
置
す
る
場
合

擁
壁
の
展
開
図 

 

八 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

３ 

省
令
第
五
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類

前
項
第
一

び
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

 

 

第
六
条 

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
工
事
主

当
該
許
可
に
係
る
工
事
に
着
手

を
知
事

に
提
出

 

の

 

第
七
条 

国
又
は

条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
若
し
く
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事

法

第
十
五
条
第
一
項
の
協
議

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工

事
の

び
第
九
号
を
除

掲
げ
る
書
類
及
び

び
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に

掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
提
出

 

２ 

国
等

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事

法
第
十
五
条
第
一
項
の
協
議
を
し
よ
う
と

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の

省
令
第
七
条

び
第
七
号
を
除

掲
げ
る
書
類
及
び

第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
提
出

 

３ 

国
等

特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
協
議
を
し
よ
う

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の

省
令
第
六
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

び
第
九

号
に
掲
げ
る
書
類
を
除

及
び

び
第
四
号
か
ら
第
八
号

ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
提
出

 

４ 

国
等

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
協
議
を
し
よ
う

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の

省
令
第
六

十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る

び
第
七
号
に
掲
げ
る
書

類
を
除

及
び

び
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る

書
類
を
添
え
て
提
出

 

の

 

第
八
条 

工
事
主

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事

法
第
十
六
条
第
一

項
の
許
可
を
受

省
令
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類

工
事
の
計
画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
に
係
る
新
旧
を
対
照
し
た
図
書
を
添

付

知
事
に
提
出

 

２ 

工
事
主

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事

法
第
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ

省
令
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類

工
事
の
計
画
の
変
更

に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
に
係
る
新
旧
を
対
照
し
た
図
書
を
添
付

知
事
に
提

出
 

３ 
工
事
主

特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け

省
令
第
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類

工
事
の
計
画
の
変

更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
に
係
る
新
旧
を
対
照
し
た
図
書
を
添
付

知
事
に

提
出

 

４ 

工
事
主

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け

省
令
第
六
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類

工
事
の
計
画
の
変

更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
に
係
る
新
旧
を
対
照
し
た
図
書
を
添
付

知
事
に
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提
出

 

 

第
九
条 

法
第
十
六
条
第
二
項
又
は
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

軽
微
変
更
届
出

を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行

 

の
 

第
十
条 
国
等

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事

法
第
十
六
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
協
議

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の

省
令

第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類

工
事
の
計
画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更

さ
れ
る
も
の
に
係
る
新
旧
を
対
照
し
た
図
書
を
添
付

知
事
に
提
出

 

２ 

国
等

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事

法
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
協
議

土
石
の
堆
積
に
関

す
る
工
事
の

省
令
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る

書
類

工
事
の
計
画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
に
係
る
新
旧
を
対
照

し
た
図
書
を
添
付

知
事
に
提
出

 

３ 

国
等

特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事

法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
協
議

宅
地
造
成
又

は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の

省
令
第
六
十
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
書
類

工
事
の
計
画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の

に
係
る
新
旧
を
対
照
し
た
図
書
を
添
付

知
事
に
提
出

 

４ 

国
等

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事

法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
協
議

土
石
の
堆
積

に
関
す
る
工
事
の

省
令
第
六
十
七
条
第
二
項
に
規
定

す
る
書
類

工
事
の
計
画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
に
係
る
新
旧
を

対
照
し
た
図
書
を
添
付

知
事
に
提
出

 

の

 

第
十
一
条 

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
報
告

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の

 

２ 

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

土
石

の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の

 

３ 

特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事

法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

宅

地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の

に
よ
ら
な
け

 

４ 

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事

法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

土

石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の

 

の

 

第
十
二
条 

工
事
主

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
十
条
第
一
項
の

項
又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
十
条
第
一
項
の
許

可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含

受
け
た
工
事
を
中
止
若
し
く
は
廃
止
し
よ

う
と
す
る
と
き
又
は
そ
の
中
止
し
た
工
事
を
再
開

速
や
か
に
工
事
中

を
知
事
に
提
出

 

 

第
十
三
条 

工
事
主

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
工
事
に
つ

い
て
災
害
が
発
生

又
は
他
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
合

直
ち
に
必
要
な
措

置
を
と
る
と
と
も
に
そ
の
旨
を
文
書
に
よ
り
速
や
か
に
知
事
に
届
け
出

 

の

 

第
十
四
条 

法
第
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
八
条
第
一
項
又
は
法
第
三
十
六
条
第
一
項
若
し
く

は
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者

法
第
十
二
条
第
一
項

又
は
第
三
十
条
第
一
項
の
許
可
を
工
区
に
分
け
て
受
け
た
場
合

当
該
工
区
ご
と
に
検

査
の
申
請
を
行

 

の
届
出
書
の

 

第
十
五
条 

省
令
第
五
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
並
び
に
第
八
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
届

出
書

省
令
に
規
定
す
る
図
書

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

 

 

一 

に
係
る
も
の
を
含

 

 

二 

知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

２ 

省
令
第
五
十
五
条
又
は
第
八
十
五
条
の
届
出
書

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

 

一 

位
置
図 

二 

除
却
す
る

は
地
滑
り
抑
止
ぐ
い
等
の
位
置
及
び

詳
細
図 

三 

知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

３ 

省
令
第
五
十
六
条
又
は
第
八
十
六
条
の
届
出
書

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

 

一 

位
置
図 

二 

知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

の

 

第
十
六
条 

省
令
第
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
証
明
書
の
交
付
を
求
め
よ
う
と
す
る
者

証
明
申

を
知
事
に
提
出

 

の

 

第
十
七
条 

び
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る

び
証
明
書
の
提
出
部
数

正
本
一
通
及
び
副
本
二
通

工
事
の
施
行
地
を

管
轄
す
る
土
木
事
務
所
長
に
提
出

 

 
 
 

附 

則 
１ 
こ
の
規
則

令
和
七
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
施
行

 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
な
さ
れ
て
い
る
申
請
等
の
様
式

改
正
後
の
群
馬
県

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則
の
規
定

従
前
の
例
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別記様式第１号（規格Ａ４）（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立  入  許  可  証  

  

第     号

年  月  日

             様 

 

群馬県知事            印

  宅地造成及び特定盛土等規制法第７条第２項の規定により、次の行為を許可する。 

 

１  行 為 年 月 日 

 

年  月  日 

２ 行 為 場 所  

３ 行 為 目 的  

４ 行 為 内 容   

５  責  任  者 

  職  氏  名 
 

備      考  

 

時から 

時まで 



 令和７年３月２８日（金）            群 馬 県 報               第１０２８５号 

 

20 

別記様式第２号（規格Ａ４）（第５条関係） 

 

 

 

 

 

設計者の資格に関する申告書 
 

                                        年  月  日 

     

    群馬県知事             宛て 

                             住所 

                             氏名                                

                                                    

                                                   

 次のとおり申告します。 

建に 
築よ 
士る 
法資 
等格 

資 格 内 容                   取得年月日 登録又は合格の番号 

□ 一級建築士 
□ 技 術 士          （              部門 ） 
□ そ の 他          （                 ） 

  年  月  日  

学 

歴 

学校の名称             学部及び学科 所 在 地             修 業 年 限             

    

実 

務 

経 

歴 

勤 務 先 所 在 地 職 名 在職期間(合計  年  月) 

    年 月～ 年 月迄 

    年 月～ 年 月迄 

    年 月～ 年 月迄 

    年 月～ 年 月迄 

    年 月～ 年 月迄 

設 

計 

経 

歴 

事 業 主 体 工事施行者 施 行 場 所 面 積 許認可の番号及び年月日 

          ㎡ 第   号  年 月 日 

    第   号  年 月 日 

    第   号  年 月 日 

    第   号  年 月 日 

    第   号  年 月 日 

    第   号  年 月 日 

     第   号  年 月 日 

     第   号  年 月 日 

都市計画法施行規則第１９条第１項第１号トの該当 □  

  注  １ 学歴の欄には、設計者の資格に関係のある学歴を記入すること。 
    ２ 実務経歴及び設計経歴の欄には、宅地造成及び特定盛土等規制法に関する経歴のみを記入する 

こと。 
    ３ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第２２条に規定する資格を有することを証する書類を添 

えること。 
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別記様式第３号（規格Ａ４）（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同意書 

年 月 日

工事主 

住 所 

氏 名             様 

権利者 住所              

氏名             印

  私が権利を有する次の物件について、宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第２項第４号又は第３

０条第２項第４号の規定に従い工事を行うことに同意します。 

  なお、当該物件が公共施設の用に供する土地になった場合についても、異議ありません。 

土地の所在地及び地番 面積（㎡） 権利の種別 摘要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

計    
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付表 

権利者一覧表 

土地の所在地

及び地番 

権利者の氏名

又は名称 

面積（㎡） 権利の種別 登録簿地目 摘要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

計     

注 １ 同意者に同意した者の本人確認資料として「印鑑証明書」によらない資料を添付した場合には

押印を省略することができる。 

２ 工事主が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。 

３ 権利の種別欄は、所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び

収益を目的とする権利を記入してください。 

※質権は、当該土地を占有する不動産質権者に限る。 

※その他の使用及び収益を目的とする権利は、永小作権、地役権、採石権 

４ 共有地等同一物件に権利者が２人以上いる場合は、摘要欄にその旨を記入してください。ま

た、（）書きで持ち分も記入してください。 

５ 添付書類 

印鑑証明書 
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別記様式第４号（規格Ａ４）（第５条関係） 
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別記様式第５号（規格Ａ４）（第５条関係） 
工事主の資力及び信用に関する申告書 

年  月  日 

 群馬県知事 宛て 
              工事主住所               

           氏名               
 次のとおり申告します。 

設 立 年 月 日 年   月   日 資 本 金 千円 

法 令 に よ る 登 録 等  

従 業 員 数          人（うち土木建築関係技術者          人） 

前 年 度 事 業 量 千円 資 産 総 額 千円 

前 年 度 納 税 額 法人税又は所得税        千円   事業税        千円 

主たる取引金融機関  

工事監理者住所氏名  

役 

員 

略 

歴 

職 名 氏 名 年 令 在社年数 資 格 、 免 許 、 学 歴 、 そ の 他 

  
歳 年 

 

  
歳 年 

 

  
歳 年 

 

  
歳 年 

 

宅 

地 

造 

成 

等 

経 

歴 
工事名 工事施行者名 工事施行場所 面 積 許 認 可 番 号 年 月 日 着 工 ・ 完 了 年 月 

   ㎡ 年  月  日 
第 号 

年  月着工 
年  月完了 

   ㎡ 年  月  日 
第 号 

年  月着工 
年  月完了 

   ㎡ 年  月  日 
第 号 

年  月着工 
年  月完了 

   ㎡ 年  月  日 
第 号 

年  月着工 
年  月完了 

   ㎡ 年  月  日 
第 号 

年  月着工 
年  月完了 
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注１ 申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載するこ
と。 

 ２ 法令による登録等については、宅地建物取引業法による免許、建築士法による建築士事務所登
録、建設業法による建設業者登録等について記入すること。 

  ３  添付書類  
・法人の登記事項証明書 
・工事主の預金残高証明書 
・工事主の資金借入又は融資証明書 
・工事主が法人の場合であっては、最近３年間の法人税の納税証明書及び事業経歴書、個人の

場合にあっては最近三年間の所得税の納税証明書 
・工事主が法人の場合にあっては、発行済み株式総数の１００分の５以上を有する株主又は出

資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者があるとき、以下の書類 
イ 住民票の写し又は個人番号カードの写し 
ロ 当該株主の有する株式の数又は当該出資している者のなした出資の金額が確認できる書類  

・工事主が以下の点に該当しないことを誓約する書類 
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
ロ 法（宅地造成及び特定盛土等規制法を含む。以下同じ。）又は法に基づく処分に違反

し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日
から５年を経過しない者 

ハ 宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条、第１６条、第３０条又は第３５条の許可が取
り消され、その取り消しの日から５年を経過しない者 

・工事主が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７
号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）等に該当しないことを誓約する書類 
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別記様式第６号（規格Ａ４）(第５条関係) 

工事施行者の能力に関する申告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     年  月  日 

    

 群馬県知事 宛て 

 

                       工事施行者 住所 

                             氏名                          

 

 

次のとおり申告します。 

許 可 申 請 者 氏 名                                    

開 発 区 域 に 含 ま れ る 

地 域 の 名 称 
                                   

設 立 年 月 日    年   月   日 資 本 金 千円 

法 令 に よ る 登 録 等  

従 業 員 数 
事 務 技 術 労 務 計 

人 人 人 人 

前 年 度 納 税 額 法人税又は所得税         千円 事業税        千円 

主 た る 取 引 金 融 機 関   

建設業法第 26 条による

主 任 技 術 者 住 所 氏 名 
  

技

術

者

略

歴 

職 名 氏 名 年 齢 在 社 年 数 資 格 免 許 学 歴 そ の 他 

    歳 年   

    歳 年   

    歳 年   

    歳 年   

宅

地

造

成

工

事

等

施

行

経

歴 

工 事 名 
工 事 施 行 

社 名 

工 事 施 行 

場 所 
面 積 許認可番号・年月日 完 成 年 月 

       ｍ２ 
  年  月  日 

第       号 
 年  月 

       ｍ２ 
  年  月  日 

第       号 
 年  月 

       ｍ２ 
  年  月  日 

第       号 
 年  月 

       ｍ２ 
  年  月  日 

第       号 
 年  月 

       ｍ２ 
  年  月  日 

第       号 
 年  月 

注 １ 工事施行者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

  ２ 法令による登録等については、建設業法による建設業者登録、建築士法による建築士事務所登録等につい

て記入すること。 

  ３ 添付図書 

   法人の登記事項証明書（個人の場合は履歴書）  

   工事施行者の建設業の許可証明書及び事業経歴書 
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別記様式第７号（規格Ａ４）（第６条関係） 
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別記様式第８号（規格Ａ４）（第７条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議書 

  年  月  日  

  群馬県知事 宛て 

協議者 住 所             

氏 名             

  宅地造成及び特定盛土等規制法          の規定により協議します。 

 

１ 工事主の住所及び氏名  

２ 設計者の住所及び氏名  

３ 工事施行者の住所及び氏名  

４ 土地の所在地及び地番 

  （代表地点の緯度経度） 

 

（緯度：  度  分  秒、 

 経度：  度  分  秒） 

５ 土地の面積  ㎡ 

６ 工事着手前の土地利用状況  

７ 工事完了後の土地利用  

８ 盛土のタイプ 平地盛土・腹付け盛土・谷埋め盛土 

９ 土地の地形 渓流等への該当 有・無 

10 

 

工 

 

事 

 

の 

 

概 

 

要 

ア 盛土又は切土の高さ  ｍ 

イ 盛土又は切土をする土

地の面積 

 
㎡ 

ウ 盛土又は切土の土量 
切土  ㎥ 

盛土  ㎥ 

エ 擁壁 

番号 構造 高さ 延長 

  ｍ ｍ 

    

    

オ 崖面崩壊防止施設 

番号 構造 高さ 延長 

  ｍ ｍ 

    

    

 

第１５条第１項 
第３４条第１項 
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カ 排水施設 

番号 種類 内法寸法 延長 

  ｃｍ ｍ 

    

キ 崖面の保護の方法  

ク 崖面以外の地表面の保護

の方法 

 

ケ 工事中の危険防止のため

の措置 

 

コ その他の措置  

サ 工事着手予定年月日 年  月  日 

シ 工事完了予定年月日 年  月  日 

ス 工程の概要  

11 その他必要な事項  

※受付欄 
※協議に当たって

付した条件 
※協議番号欄 

年  月  日  年  月  日 

第        号 第        号 

係員氏名 係員氏名 

 

注 １ 法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ ※印のある欄は記入しない。 

３ ２欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含む場合には、氏名の横に○印を

付すこと。 

４ ３欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出ること。 

５ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第１位まで記入する

こと。 

６ ８欄は、該当する盛土のタイプに○印を付すこと。（複数選択可） 

７ ９欄は、渓流等（宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和３７年政令第１６号）第７条第２

項第２号に規定する土地をいう。）への該当の有無のいずれかに○印を付すこと。 

８ 11 欄は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認

可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入すること。 
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別記様式第９号（規格Ａ４）（第７条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土石の堆積に関する工事の協議書 

  年  月  日  

  群馬県知事 宛て 

協議者 住 所             

氏 名             

  宅地造成及び特定盛土等規制法          の規定により協議します。 

１ 工事主の住所及び氏名  

２ 設計者の住所及び氏名  

３ 工事施行者の住所及び氏名  

４ 土地の所在地及び地番 

  （代表地点の緯度経度） 

 

（緯度：  度  分  秒、 

 経度：  度  分  秒） 

５ 土地の面積  ㎡ 

６ 工事の目的  

７ 

 

工 

 

事 

 

の 

 

概 

 

要 

ア 土石の堆積の最大堆積高さ  ｍ 

イ 土石の堆積を行う土地の面積  ㎡ 

ウ 土石の堆積の最大堆積土量  ㎥ 

エ 土石の堆積を行う土地の最大勾配  

オ 勾配が十分の一を超える土地におけ

る堆積した土石の堆積を防止するため

の措置 

 

カ 土石の堆積を行う土地における地盤

の改良その他の必要な措置 

 

キ 空地の設置 

番号 空地の幅 

 ｍ 

  

  

ク 雨水その他の地表水を有効に排除す

る措置 

 

ケ 堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流

出を防止する措置 

 

コ 工事中の危険防止のための措置  

サ その他の措置  

シ 工事着手予定年月日 年  月  日 

ス 工事完了予定年月日 年  月  日 

 

第１５条第１項 
第３４条第１項 
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 セ 工程の概要  

８ その他必要な事項  

※受付欄 
※協議に当たって 

付した条件 

 

 

 

注 １ 法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ ※印のある欄は記入しない。 

３ ３欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出ること。 

４ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第１位まで記入す

ること。 

５ ７欄ケは、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、種類、高さ及び

延長を記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記入すること。 

６ ８欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認可等を要す

る場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入すること。 
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別記様式第１０号（規格Ａ４）（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽微変更届出書 

  年  月  日  

  群馬県知事 宛て 

届出者 住 所             

氏 名             

 

  宅地造成及び特定盛土等規制法           の規定により、宅地造成等に関する工事の変 

 

更について次のとおり届け出ます。 

 

 １ 工事の許可番号  年  月  日 群馬県指令  第  号 

 

 ２ 土地の所在及び地番 

 

 ３ 変更に係る事項 

事項 変更前 変更後 

   

 

 ４ 変更の理由 

 

注 法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

第１６条第２項 
第３５条第２項 



 令和７年３月２８日（金）            群 馬 県 報               第１０２８５号 

 

33 

別記様式第１１号（規格Ａ４）（第１０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年３月２８日（金）            群 馬 県 報               第１０２８５号 

 

34 
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別記様式第１２号（規格Ａ４）（第１０条関係） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土石の堆積に関する工事の変更協議書 

  年  月  日  

  群馬県知事 宛て 

協議者 住 所              

氏 名              

  宅地造成及び特定盛土等規制法             

の規定により変更協議します。 

１ 工事主の住所及び氏名  

２ 設計者の住所及び氏名  

３ 工事施行者の住所及び氏名  

４ 土地の所在地及び地番 

  （代表地点の緯度経度） 

 

（緯度：  度  分  秒、 
 経度：  度  分  秒） 

５ 土地の面積  ㎡ 

６ 工事の目的  

７ 

 

工 

 

事 

 

の 

 

概 

 

要 

ア 土石の堆積の最大堆積高さ  ｍ 

イ 土石の堆積を行う土地の面積  ㎡ 

ウ 土石の堆積の最大堆積土量  ㎥ 

エ 土石の堆積を行う土地の最大勾配  

オ 勾配が十分の一を超える土地におけ

る堆積した土石の堆積を防止するため

の措置 

 

カ 土石の堆積を行う土地における地盤

の改良その他の必要な措置 
 

キ 空地の設置 

番号 空地の幅 

 ｍ 

  

  

ク 雨水その他の地表水を有効に排除す

る措置 
 

ケ 堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流

出を防止する措置 
 

コ 工事中の危険防止のための措置  

サ その他の措置  

 

第１６条第３項において準用する第１５条第１項 
第３５条第３項において準用する第３４条第１項 
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 シ 工事着手予定年月日 年  月  日 

ス 工事完了予定年月日 年  月  日 

セ 工程の概要  

８ その他必要な事項  

９ 変更の理由  

10 許可番号  

※受付欄 
※協議に当たって 

付した条件 

  

 
注 １ 法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ ※印のある欄は記入しない。 

３ ３欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出ること。 

４ ４欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位まで記入す

ること。 

５ ７欄ケは、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、種類、高さ及び

延長を記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記入すること。 

６ ８欄は、土石の堆積に関する工事を施行することについて、他の法令による許可、認可等を要

する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入すること。  
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別記様式第１３号（規格Ａ４）（第１１条関係） 
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別記様式第１４号（規格Ａ４）（第１１条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土石の堆積に関する工事の定期報告書 

  年  月  日  

  群馬県知事 宛て 

工事主 住 所             

氏 名             

  宅地造成及び特定盛土等規制法             の規定により、土石の堆積に関する工事 

 の定期報告書について次のとおり届け出ます。 

１ 工事主の住所及び氏名  

２ 工事が施行される土地の所在地  

３ 工事の許可年月日及び許可番号 年  月  日 群馬県指令 第   号 

４ 報 告 年 月 日 
第１回目 第２回目 第３回目 第４回目 

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

５ 報告の時点における土石の

堆積の高さ 
ｍ ｍ ｍ ｍ 

６ 報告の時点における土石の

堆積の面積 
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

７ 報告の時点における土石の

堆積の土量 
㎥ ㎥ ㎥ ㎥ 

８ 前回の報告から新たに堆積

された土石の土量及び除却さ

れた土石の土量 

㎥ ㎥ ㎥ ㎥ 

 

注 １ 法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 第５回目以降の報告を行う場合は、表を追加して使用すること。 

３ 報告の時点における土石の堆積を行っている土地の状況及びその付近の状況を明らかにする写

真その他の書類を添付すること。 

 

第１９条第１項 
第３８条第１項 
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別記様式第１５号（規格Ａ４）（第１２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事中止・廃止・再開届 

  年  月  日  

  群馬県知事 宛て 

届出者 住 所             

氏 名             

 

  下記のとおり、宅地造成及び特定盛土等に関する工事を中止（廃止・再開）したいので届け出ます。 

 

記 

 

１ 許可年月日及び番号 年  月  日 群馬県指令 第  号 

（最初に届け出た年月日    年  月  日） 

２ 工事を（中止）している土地の所

在及び地番 

 

３ 工事を中止（再開・廃止） 

しようとする理由 

 

４ 工事進捗状況及び防災・安全対策

措置の施行状況について 

 

５ 中止（廃止）後の責任者の職氏

名・住所・連絡先について 

 

６ 工事の中止（廃止）の完了時期  年  月  日 

 

注 １ 法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

    ２ 工事の中止・廃止・再開については、該当する項目に○をつけること。 

   ３ １欄は、届出工事の場合は、最初に届け出た年月日を記載すること。 

   ４ ４欄は、中止・廃止後も災害が生じないよう措置を取った状況を記載すること。 

   ５ 工事の中止期間においても、宅地造成及び特定盛土等規制法第１９条第１項又は第３８条第１

項の規定による報告は必要です。 

 

以上
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別記様式第１６号（規格Ａ４）（第１６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

証明申請書 

 

 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第８８条の規定により、次の計画が宅地造成及び特定盛

土等規制法の規定に適合している旨の証明を申請します。 

 

   年  月  日 

 

    群馬県知事 宛て 

                        申請者住所 

                           氏名 

                         

 

 

 敷地の所在及び地番                    

 規 制 区 域 の 種 別

□ 宅地造成等工事規制区域 

□ 特定盛土等規制区域 

 

 宅地造成及び特定盛土
等規制法の許可年月日
番号 

    年   月   日   第     号（  ） 

    年   月   日   第     号（  ） 

    年   月   日   第     号（  ） 

 建 築 計 画 の 概 要                   

 開 発 行 為             有  無（    ㎡） 

 用   途   敷地面積        ㎡ 

 工事の種別   建築面積        ㎡ 

 そ の 他 必 要 事 項                        

※土木事務所受付欄 ※建築課受付欄 ※決  裁  欄 ※交 付 番 号 欄 

年  月  日 年  月  日 

 

年  月  日 

第        号 第       号 第     号 

係員          印 係員         印 係員       印 

注 １ 申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載

すること。 

２ 申請者の氏名（法人にあつてはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、

押印を省略することができる。 

３ ※印のある欄は、記載しないこと。 

 

っ 
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群
馬
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
二
十
八
号 

 
 
 

群
馬
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
建
築
基
準
法

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正

 

 

第
十
二
条
中
第
四
項
を
第
五
項

第
三
項
を
第
四
項

第
二
項
を
第
三
項

第
一

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

 

２ 

建
築
物
の
定
期
調
査
報
告
に
お
け
る
調
査
及
び
定
期
点
検
に
お
け
る
点
検
の

び

結
果
の
判
定
基
準
並
び
に
調
査
結
果
表
を
定
め
る

平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百 

八
十
二
号

第
二
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
付
加
す
る
定
期
調
査
等

法
第
十
二
条
第
一
項
に
規 

定
す
る
調
査
に
限

の
調
査
項
目
等

次
の
表

 

                        

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

                                       

二 

避
難

施
設
等 

㈣ ㈢ ㈡ ㈠ ㈦ ㈥ ㈤ ㈣

そ

の

他

排

煙

設

備
等 

階
段 

 

非
常
用

排
煙
設

備 防
煙
壁 

特
別
避

難
階
段 

常
閉
防

火
扉
の

う
ち
人

の
通
行

の
用
に

供
す
る

部
分
に

設
け
る

扉 

乗
降

排
煙
設
備
の

作
動
の
状
況 

可
動
式
防
煙

壁
の
作
動
の

状
況 

階
段
室
又
は

付
室
の
排
煙

設
備
の
作
動

の
状
況 

作
動
の
状
況 

固
定
の
状
況 び

金
物
の
劣
化

及
び
損
傷
の

状
況 

扉
の
取
付
け

の
状
況 

各
階
の
主
要
な

各
階
の
主
要
な

排
煙
設
備
の
作

動

を

確

認

す

 

各
階
の
主
要
な

可
動
式
防
煙
壁

の
作
動
を
確
認

 

各
階
の
主
要
な

排
煙
設
備
の
作

動

を

確

認

す

 

扉
の
閉
鎖
時
間

を

等
に
よ

り
測
定

扉

の
質
量
に
よ
り

運
動
エ
ネ
ル
ギ

確
認
す
る必

要
に
応
じ
て
プ

等
に
よ
り

閉
鎖
力
を
測
定

三
年
以
内

に
実
施
し
た
点

検
の
記
録
が
あ

る
場
合

当
該
記

録
に
よ
り
確
認

す
る
こ
と
を
も

足

 

目
視
等
に
よ
り

確
認

 

目
視
等
に
よ
り

確
認

 

目
視
等
又
は
触

診
に
よ
り
確
認

 

排
煙
設
備
が
作
動

排
煙
設
備
が
作
動

 

可
動
式
防
煙
壁
が

作
動
し
な
い
こ

 

排
煙
設
備
が
作
動

 

昭
和
四
十
八
年
建

設
省
告
示
第
二
千

五
百
六
十
三
号
第

一
第
一
号
の
規
定

に
適
合
し
な
い
こ

 

扉
が
開
放
状
態
に

固
定
さ
れ
て
い
る

 

は

著
し
い
腐
食
に
よ

り
遮
炎
性
能
又
は

遮
煙
性
能
に
支
障

 

取
付
け
が
堅
固
で

 

一 

建
築

物
の
内

部 

 

㈤ ㈣ ㈢ ㈡ ㈠

 

各
階
の
主
要
な
常

時
閉
鎖
し
た
状
態

に
あ
る
防
火
扉

こ
の
表
に

常
閉
防

と

い

 

居
室
の
換
気 

調
査
項
目 

び

金
物
の
劣
化

及
び
損
傷
の

状
況 

扉
の
取
付
け

の
状
況 

閉
鎖
又
は
作

動
の
障
害
と

な
る
物
品
の

放
置
並
び
に

照
明
器
具
及

び
懸
垂
物
等

の
状
況 

換
気
の
妨
げ

と
な
る
物
品

の
放
置
の
状

況 換
気
設
備
の

作
動
の
状
況 

目
視
等
に
よ
り

確
認

 

目
視
等
又
は
触

診
に
よ
り
確
認

 

目
視
等
に
よ
り

確
認

 

目
視
又
は
こ
れ

に
類
す
る
方
法

こ
の
表目

と

い

確
認

 

各
階
の
主
要
な

換
気
設
備
の
作

動

を

確

認

す

 調
査
方
法 

は

著
し
い
腐
食
に
よ

り
遮
炎
性
能
又
は

遮
煙
性
能
に
支
障

取
付
け
が
堅
固
で

 

物
品
が
放
置
さ
れ

て
い
る
こ
と
等
に

よ
り
扉
の
閉
鎖
又

は
作
動
に
支
障
が

 

換
気
の
妨
げ
と
な

る
物
品
が
放
置
さ 

換
気
設
備
が
作
動

 

判
定
基
準 
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第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

 

 

第
二
十
四
条 

こ
の
規
則
に
定

び
条
例
の
施
行
に
関
し
必

要
な
事
項

知
事
が
別
に
定

 

 

別
記
様
式
第
十
六
号
中 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

を 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

         
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

改

同
様
式
別
紙
を
次
の
よ
う
に
改

 

    

㈦ ㈥ ㈤ ㈣ ㈢ ㈡

そ

の

他

の

設

備

等 排

煙

設

備
等 

非
常
用 

の
照
明 

装
置 

非
常
用

エ
レ
ベ 

排
煙
設

備 防
煙
壁 

照
明
の
妨
げ

と
な
る
物
品

の
放
置
の
状

況 非
常
用
の
照

明
装
置
の
作

動
の
状
況 

非
常
用
エ
レの

作
動
の
状
況 

乗
降

等
の
排
煙
設

備
の
作
動
の

状
況 

排
煙
設
備
の

作
動
の
状
況 

可
動
式
防
煙

壁
の
作
動
の

状
況 

目
視
に
よ
り
確

認
 

各
階
の
主
要
な

非
常
用
の
照
明

装
置
の
作
動
を

確
認

 

非
常
用
エ
レ
ベ

の
作
動

を
確
認

 

各
階
の
主
要
な

排
煙
設
備
の
作

動

を

確

認

す

 

各
階
の
主
要
な

排
煙
設
備
の
作

動

を

確

認

す

 

各
階
の
主
要
な

可
動
式
防
煙
壁

の
作
動
を
確
認

 

照
明
の
妨
げ
と
な

る
物
品
が
放
置
さ 

非
常
用
の
照
明
装

置
が
作
動
し
な
い

 

非
常
用が

作
動
し
な

 

排
煙
設
備
が
作
動

 

排
煙
設
備
が
作
動

 

可
動
式
防
煙
壁
が

作
動
し
な
い
こ

 

 

 ８
 
備

 
 

 
 
 

 
 

 
考

 

 

 
 

※
 

受
 

付
 

欄
 

注
 
８

欄
に

は
、
建

築
基

準
法
施

行
令
第

１
４

４
条
の

４
第

１
項
及

び
第
２

項
に

規
定
す

 
 
る
基

準
に

適
合
す

る
よ

う
に
管

理
す
る

者
を

記
入
し

て
く

だ
さ
い

。
 

９
 
備

 
 

 
 
 

 
 

 
考

 

８
 
道

路
管

理
者

の
住

所
氏

名
 

  

 ９
 
備

 
 

 
 

 
 
 

 
考

 

８
 
道

路
管

理
者

の
住

所
氏

名
 

 

  

 

に 

※
 

受
 

付
 

欄
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別紙（規格Ａ４） 

 

 
 

 

 

 

 

道路位置指定概要書 

申 請 者 氏 名  

道 路 の 地 名 地 番  

道 路 の 幅 員 ｍ 

道 路 の 延 長 ｍ 

道 路 の 構 造 砂利敷・舗装（   ）・その他（   ） 

排 水

処 理

方 法 

道 路 接続道路側溝・水路・その他（   ） 

宅 地 

雨 水 浸透・指定道路側溝・その他（   ） 

汚 水 公共下水道・浄化槽・その他（   ） 

雑 排 水 公共下水道・浄化槽・その他（   ） 

開 発

区 域 

面 積 ㎡ 

区 画 数 区画 

予 定 建 築 物 用 途  

築 造 承 認 年 月 日 ・ 番 号 年 月 日  第   号 

※ 指 定 年 月 日 ・ 番 号 年 月 日  第   号 

（備考） 

１ 開発区域を赤色線、位置指定道路を濃い黄色線で表示した付近見取図、配置図、公図及び断面図

（横断図）を添付してください。 

２ １の添付書類の用紙の大きさはそれぞれ日本産業規格Ａ４としてください。 



 令和７年３月２８日（金）            群 馬 県 報               第１０２８５号 

 

44 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

改

 

 
 
 

附 

則 

 
こ
の
規
則

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

別
記
様
式
第
二
十
八
号
の
改
正

規
定
は
公
布
の
日

第
十
二
条
中
第
四
項
を
第
五
項

第
三
項
を
第
四
項

第
一
項

の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定

同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

 

    

群
馬
県
建
築
物
の

消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
二
十
九
号 

 
 
 

群
馬
県
建
築
物
の

消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
建
築
物
の

消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 

第
三

第
三
十
五
条
第
一
項
第
一

に
改

同
項
第
一
号
イ

を

に
改

同
号
ロ

第
三
条
第
一
項

に
改

同
項
に
規
定

削

同
号
ハ

を

に
改

同
号
ニ
を
削

同
項
第
二
号
イ

三
号
ロ
及
び
ハ
に
規
定
す
る

第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
係
る
消
費
性

能
向
上
計
画
の
認
定
の

に
改

同
号
ロ

ロ
及
び

第

三
条
第
一
項
第
四
号
ロ
及
び

に
改

同
号
ハ
を
削

同
条
第
二
項
を
削

 

 

に
改

同
条
第
二
項
を

削

 

 

を

に
改

同
条
第
二
項
を
削

 

 

に
改

又
は
消

費
性
能
に
係
る
認
定
の
申
請

場
合

当
該
申
請
に
係
る
建
築
物
が
建
築
物
エ
ネ

消
費
性
能
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認

削

 

 

に
改

同
条
第
二
項
を
削

同
条

第
三
項
の

の

第
七
条
第
二
項
の

の

第
七
条
第
二
項
の

に
改

同

項
を
同
条
第
二
項

 

 

第
七
条
の

第
三
条

に
改

同
条
第
二
項

に
改

 

 

に
改

同
条
第
三
項
を
削

は

第
十
三
条
又
は

に
改

同
項
を
同
条
第
三
項

 

 

第
三
十
六
条
第

に
改
め

同
条
第

十
一
条
又
は
第
二
十
九

第
十
三
条
又
は

に
改

 

 

に
改

又
は
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に

よ
り
消
費
性
能
に
係
る
認
定
を
取
り
消

削

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

改

 

 

別
記
様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

改

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

改

 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

別
記
様
式
第
五
号
の

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

を 
 

 
 
 

 

に
改
め 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

別
記
様
式
第
五
号
の

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

改

 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

を 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

改

 
 

 
 

別
記
様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

別
記
様
式
第
七
号
の

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

を 
 
 
 

 
 
 

 

に
改

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

改

 

 
 
 

附 

則 
１ 

こ
の
規
則

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

 
２ 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
別
記
様
式
第
五
号
の
二
の
規
定
に
よ

る
軽
微
な
変
更
証
明
申
請
書

改
正
後
の
同
様
式
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の

 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
建
築
物
の

消
費
性
能
の
向
上
等
に

関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙

当
分
の

し
て

使
用

 

 

第
１
３

条
第

４
項

 
第
１
３

条
第

２
項

 

あ
て
 

 
 

宛
て

 
第
３
７

条
 

 
 
第

３
２

条
 

別
記
様

式
第

３
号
 

削
除

 

あ
て

 

第
７
条

第
３

項
の
表

第
１

号
 

第
７
条

第
２

項
の
規

定
 

第
７
条

第
３

項
の
表

第
２

号
 

第
７
条

第
２

項
の
表

第
２

号
 

あ
て

 

宛
て

 
第
７
条

第
３

項
の
規

定
 

第
７
条

第
２

項
の
表

第
１

号
 

宛
て

 
第
７
条

第
３

項
の
規

定
 

第
７
条

第
２

項
の
規

定
 

あ
て

 
宛
て

 
第
１
１

条
 

第
２
９

条
 

第
１
３

条
 

第
２
８

条
 

あ
て

 
第
１
２

条
第

１
項

 

１
項

 

宛
て

 
第
１
１

条
第

 

あ
て

 
宛
て

 
第
３
４

条
第

１
項

 
第
３
６

条
第

１
項

 

第
２

９
条

第
１

 
第

３
１

条
第

１
 

第
３
５

条
第

２
項

 
第
３
０

条
第

２
項

 
項
 

項
 

別
記
様

式
第

７
号
 

削
除

 

「
第
８

条
第

４
項
」

 

 

「
第
８

条
第

３
項
」

 

 

あ
て

 
宛
て

 
第
１
１

条
 

第
２
９

条
 

第
１
３

条
 

第
２
８

条
 

第
 
 

条
 

第
３
４

条
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群
馬
県
宅
地
建
物
取
引
業
者
及
び
群
馬
県
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
者
の
名
簿
等
閲
覧
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 
群
馬
県
規
則
第
三
十
号 

 
 
 

群
馬
県
宅
地
建
物
取
引
業
者
及
び
群
馬
県
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
者
の
名
簿
等
閲
覧
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
宅
地
建
物
取
引
業
者
及
び
群
馬
県
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
者
の
名
簿
等
閲
覧
規
則

和
四
十
年
群
馬
県
規
則
第
二
十

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 
の

に
改

 

 

に
改

 

 

第
四
条
中

の
下

を
加

 

附 

則 

 

こ
の
規
則

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

 

    

群
馬
県
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
三
十
一
号 

 
 
 

群
馬
県
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則

平
成
二
十
一
年
群
馬
県
規
則
第
二
十
五

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正

 

 

の
二
第
一
項
第
一
号
の
免
許
申
請
者
が
未
成
年
者

で
あ
る
場
合

免
許
申
請
者

未
成
年
者
で
あ
る
場
合

改

の
二
第
一
項
第
一
号
の
二
の

は

法
第
三
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
宅
地
建
物
取
引
業

法
施
行
令
第
二
条
の
二
で
定
め
る

施
行
規
則
第
一
条
の
二
第
一
項
第

に
改

 

 

第
四
条
の
見
出
し

に
改

の

第
五
条
の

宅
地
建
物

に
改

に
改

し
く

は

第
四
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は

同
項
第

に
改

第
四

に
改

は

第
四
条
第
一
項
第
二

は

第
五
条
の

第
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の

第
一
条
の

第
五
条
の

第
五
条
の
二
第
一 

に
改

 

 

の

第
十
四
条
の

に

改

 

 

第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
削

 

 

第
十
八
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加

 

 
 

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る

は
群
馬
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用 

に
関
す
る

の
規
定
に
よ
り
こ
れ 

ら
の
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
提
出
す
る
場
合

限

 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

第
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の

の

の
二
第
一
項
第
一
号
の

第
一
条
の

に
改
め
る
部
分
に
限

並
び
に
第
八
条
第
三
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の

改
正
規
定

公
布
の
日
か
ら
施
行

 

   

群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
三
十
二
号 

 
 
 

群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

の

 

第
一
条 

群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則

昭
和
四
十
一
年
群
馬
県
規
則
第
十
三
号

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正

 

 
 

別
表
第
一
第
一
号
の
表
手
数
料
の
項
第
六
十
五
号
か
ら
第
六
十
八
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め

 六
十
五 

群
馬
県
農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例

七
年
群
馬
県
条
例
第
二
十
二

及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
手
数 

 
 
 

料 

六
十
六
か
ら
六
十
八
ま
で 

削
除 の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
の

 
第
二
条 

群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則

令
和
七
年
群
馬
県
規
則
第
四
号

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正

 
附
則
を
次
の
よ
う
に
改

 

 

１ 

こ
の
規
則

公
布
の
日
か
ら
施
行

別
表
第
一
第
一
号
の
表
手
数
料
の
項

第
四
十
三
号
の
改
正
規
定
は
令
和
七
年
三
月
一
日

同
項
第
八
十
八
号
及
び
第
九
十
五 

号
の
五
の
改
正
規
定
は
同
年
四
月
一
日

同
項
第
四
十
六
号
の
二
を
削
る
改
正
規
定
及 

び
同
項
第
九
十
号
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
の
規
定
は
同
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る 
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２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
群
馬
県
土
砂
等
に
よ
る
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の 

一
部
を
改
正
す
る

二
十
一

の
規
定
に
よ 

り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
土
砂
等
に
よ
る 

埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る

 
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
手
数
料

規 
則
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
別
表
第
一
第
一
号
の
表
手
数
料
の
項 

第
四
十
六
号
の
二
の
規
定

効
力
を
有
す
る

 

附 

則 

 

こ
の
規
則

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

第
二
条
の
規
定

公
布
の
日

か
ら
施
行

 

   

群
馬
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
三
十
三
号 

 
 
 

群
馬
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 

第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加

 

 
 

同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合

第
百
十
四
条
第
八
号
に
規
定
す
る
歳
計
外

現
金
を
繰
り
入

当
該
歳
計
外
現
金

群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行 

第
十
五
条 

第
四
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
納
入
の
通
知
を
行

 

 

第
四
十
七
条
の

に
改

 

 

に
改

 

 

第
六
十
条
の
見
出
し

の
下

係
る

を
加

す

協
議

改

同
条
第
二
項
を
削

 

 

第
六
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加

 

２ 

前
項
の
告
示

旨
を
会
計
管
理
者
に
通
知

 

第
百
四
条
の
見
出
し

の
下

係
る

を
加

 

協
議

改

 

戻
入

に
改

 

第
百
五
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改

 

第
百
五
十
六
条 

削
除 

 

に
改

に
改

に
改

に
改

を

に
改

に
改

 

 

第
百
九
十
条
の

の
調
達
契
約
の
う
ち
最
初
の
契
約
以
外
の
契
約
に
係
る
一

般
競
争
入
札

の
契
約
に
係
る
公
告
に
お
い
て
最
初
の
契
約
以
外

の
契
約
に
係
る
公
告
を
少
な
く
と
も
二
十
四
日
前
に
行
う
旨
を
規
定
し
た
場
合
に
限

削

 

 

第
百
九
十
条
の

の
調
達
契
約
の
う
ち
最
初
の
契
約
以
外
の
契
約
に
係
る
指

名
競
争
入
札

の
契
約
に
係
る
公
示
に
お
い
て
最
初
の
契
約
以
外

の
契
約
に
係
る
公
示
を
少
な
く
と
も
二
十
四
日
前
に
行
う
旨
を
規
定
し
た
場
合
に
限

削

 

 

に
改

単
価
契

の
下

第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

加

契
約
書

に
改

同
項
に
次
の
一
号
を
加

 

 

七 

歳
入
に
係
る
単
価
契
約

当
該
契
約
の
性
質
又
は
目
的

契
約
書
の
作
成

を
省
略
し
て
も
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き

 

 

に
改

 

 

四
月
か
ら
九
月
ま
で
の

に
改

 

 

第
二
百
五
十
三
条
及
び
第
二
百
五
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改

 

第
二
百
五
十
三
条
及
び
第
二
百
五
十
四
条 

削
除 

 

戻
入

に
改

 

 

別
表
第
一
教
育
委
員
会
の

 

利
根
実
業

に
改

 

 

別
表
第
二
会
計
局
の

下

を
加

 

別
記
様
式
第
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
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別記様式第１９号（規格Ａ４） 

（その１） 

      調 定 減 額 兼 戻 出 回 議 書             （個別システム）          年度 

決 裁 日 収入調定者  

   

 本書のとおり調定減額・戻出したい。 

年  月  日  

発 議 者 

庁内電話（   ） 

所 属 名  

調 定 番 号  内訳番号  減額戻出回数  

会 計  納期限 年  月  日 最 新 収 納 日 年 月 日 

科 目 

款 

項 

目 

節 

細節 

 

相 手 方 

相手方コード 

郵 便 番 号 

住 所 
 

氏 名 

受 取 人 区 分 

 

集合件数  件（戻出件数 件） 支払方法  支払区分  特例  

現調定額         正当調定額 

 

収 入 額         収入未済額 

差引減額 

戻 出 額 

内 容  戻出予定日  

減 額 理 由  

備 考  会計局受付印 戻出日 

戻 出 口 座  
  

出 納 員  発 議 者 
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（その２） 

調 定 減 額 兼 戻 出 内 訳 書（個別システム） 

所属 年度 調定番号 回数 ページ 

会計 発議日 

内 訳 

番 号 
 金 額 

   

   

   

   

合  計  
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附 

則 

 

こ
の
規
則
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
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◎群馬県告示第９２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４３条の２第１項の規定により、次のとおり

指定公金事務取扱者に公金事務を委託した。 

  令和７年３月２８日 

群馬県知事 山 本 一 太   

１ 指定公金事務取扱者の名称及び所在地 株式会社シムックス 群馬県太田市植木野町３００番地１ 
２ 委託した公金事務に係る歳入等又は歳出 群馬県庁県民駐車場駐車料 

３ 法第２４３条の２第１項の規定による指定をした日 令和７年２月１７日 

４ 法第２４３条の２第１項の規定による委託をした日 令和７年４月１日 

５ 委託期間 令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

 

◎群馬県告示第９３号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県太田土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月２８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 前橋館林線 太田市新田大根町９２２番
の４地先から同市同９０９
番の３地先まで 

前 １０．３～２５．４ ２３４．０ 

後 １０．３～３０．８ ２３４．０ 

 

 

 

◎群馬県告示第９４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月２８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 前橋箕郷線 高崎市足門町字金井沢１３
４６番の１地先から同市同

前 ９．３～１１．４ ５０７．１ 

■ 告  示   
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字春名原２８６番の１０地
先まで 

後 ７．２～１１．４ ５０７．１ 

 

 

 

◎群馬県告示第９５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月２８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 前橋箕郷線 高崎市足門町字金井沢１３０７番の１１地先から同
市同字同１３００番の１地先まで 

令和７年３月２８日 
 

 

 

 

◎群馬県告示第９６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月２８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 中之条草津線 吾妻郡中之条町大字上沢渡
字唐操原外１国有林４６林
班な６小班地内 

前 １４．７～２３．０ ６０．０ 

後 １４．７～１８．０ ６０．０ 

 

 

 

◎群馬県告示第９７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月２８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
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道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 中之条草津線 吾妻郡中之条町大字上沢渡字唐操原外１国有林４６
林班な６小班地内 

令和７年３月２８日 
 

 

 

 

◎群馬県告示第９８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県安中土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月２８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 北軽井沢松井
田線 

安中市松井田町坂本国有林
１３５林班ろ小班地先から
同市同国有林１３５林班い
小班地先まで 

前 １３．９～２４．３ ２０９．６ 

後 １３．９～３３．５ ２０９．６ 

 

 

 

◎群馬県告示第９９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県安中土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月２８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 北軽井沢松井田線 安中市松井田町坂本国有林１３５林班ろ小班地先か
ら同市同国有林１３５林班い小班地先まで 

令和７年３月２８日 
 

 

 

 

◎群馬県告示第１００号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県藤岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月２８日 
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                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 上日野藤岡線 藤岡市下日野字黒石１９６
３番の２地先から同市同字
百々女鬼１０１９番の７地
先まで 

前 ５．０～２７．０ 
 

１０２６．５ 
 

後 ５．０～２７．０ 
８．２～５０．９ 

１０２６．５ 
６２４．２ 

 

 

 

◎群馬県告示第１０１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県太田土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月２８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 大原境三ツ木
線 

太田市新田大根町９５２番
の６地先から同市新田上田
中町７７４番の７地先まで 

前 ９．７～１４．２ ２６３．０ 

後 ９．７～１６．８ ２６３．０ 

 

 

 

◎群馬県告示第１０２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県太田土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月２８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 大原境三ツ木線 太田市新田大根町９５２番の６地先から同市新田上
田中町７７４番の７地先まで 

令和７年３月２８日 
 

 

 

 

◎群馬県告示第１０３号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 
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 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県前橋土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月２８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 三夜沢国定停車場
線 

前橋市粕川町女渕１０１６番の２地先から伊勢崎市
赤堀今井町二丁目１００４番の２地先まで 

令和７年３月２８日 
 

 

 

 

◎群馬県告示第１０４号 

  河川区域の変更により、次のとおり廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和４０年政令第１４号）第４９

条の規定により告示する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部河川課及び群馬県富岡土木事務所において縦覧

に供する。 

  令和７年３月２８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 河川の名称 利根川水系 一級河川三途川 

２ 廃川敷地等が生じた年月日 令和７年３月２８日 

３ 廃川敷地等の位置 高崎市吉井町片山字堰口９９３番１の一部、高崎市吉井町片山字堰口９９３番２ 

４ 廃川敷地等の種類及び数量 土地 ４６．４７㎡ 

 

 

 

◎群馬県告示第１０５号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、草津都市計画下水道事業の事業計画の

変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和７年３月２８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 施行者の名称 草津町 

２ 都市計画事業の種類及び名称 草津都市計画下水道事業 草津町公共下水道 

３ 事業施行期間 昭和４４年５月２２日から令和９年３月３１日まで 

４ 事業地 

(1) 収用の部分 変更なし 

 (2) 使用の部分 変更なし 

 

 

 

 群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

■ 公  告 
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により、指定管理者の指定の期間を次のとおり変更した。 

  令和７年３月２８日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

１ 公の施設の名称及び所在地 

 (1) 名称 大沼キャンプフィールド及び赤城ランドステーション 

 (2) 所在地 前橋市富士見町赤城山１ほか 

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

 (1) 名称 株式会社スノーピーク 

 (2) 主たる事務所の所在地 新潟県三条市中野原４５６番地 

 (3) 代表者の氏名 代表取締役社長執行役員 山井太 

３ 指定の期間 

  変更前 令和７年４月１日から令和１７年３月３１日まで 

  変更後 令和８年４月１日から令和１８年３月３１日まで 

 

 

 

 群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者の指定の期間を次のとおり変更した。 

  令和７年３月２８日 

群馬県知事 山 本 一 太   

１ 公の施設の名称及び所在地 

 (1) 名称 群馬コンベンションセンター 

 (2) 所在地 高崎市岩押町１２番２４号 

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

 (1) 名称 Ｇメッセ運営共同事業体 

 (2) 主たる事務所の所在地 東京都千代田区三番町２番地 

 (3) 代表者の氏名 株式会社コンベンションリンケージ 代表取締役 平位博昭 

 (4) 構成者の氏名 株式会社群成舎 代表取締役 芝崎勝治 

          ＡＬＳＯＫ群馬株式会社 代表取締役社長 浦友治 

          鹿島建物総合管理株式会社 代表取締役社長 山本和雄 

３ 指定の期間 

  変更前 令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

  変更後 令和２年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

 

 

群馬県住宅供給公社が太田市営住宅及び共同施設の管理を行うことについて、次のとおり通知があった。 

令和７年３月２８日 

群馬県知事 山 本 一 太   

公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号。以下「法」という。）第４７条第２項の規定に基づき次のとおり公告
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する。 

令和７年３月２８日 

群馬県住宅供給公社 理事長 眞 庭 宣 幸   

１ 太田市に代わって市営住宅及び共同施設（以下「市営住宅等」という。）の管理を行う者 群馬県住宅供給公

社 

２ １で定める者が管理を行う市営住宅等 太田市営住宅条例（平成１７年太田市条例第２２５号）別表第１に掲

げる市営住宅 

３ １で定める者が行う市営住宅等の管理の内容 法第３章の規定（家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の

請求、徴収及び減免に関することを除く。）に基づいて市営住宅等の管理を行うこと。 

４ １で定める者が市営住宅等の管理を行う期間 令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

 

群馬県住宅供給公社が富岡市市営住宅及び共同施設の管理を行うことについて、次のとおり通知があった。 

令和７年３月２８日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太 

公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号。以下「法」という。）第４７条第２項の規定に基づき次のとおり公告

する。 

令和７年３月２８日 

                                              群馬県住宅供給公社 理事長 眞 庭 宣 幸 

１ 富岡市に代わって市営住宅及び共同施設（以下「市営住宅等」という。）の管理を行う者 群馬県住宅供給公

社 

２ １で定める者が管理を行う市営住宅等 富岡市市営住宅設置条例（平成１８年富岡市条例第１６４号）別表に

掲げる市営住宅 

３ １で定める者が行う市営住宅等の管理の内容 法第３章の規定（家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の

請求、徴収及び減免に関することを除く。）に基づいて市営住宅等の管理を行うこと。 

４ １で定める者が市営住宅等の管理を行う期間 令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第１６号 

 政見放送及び経歴放送実施規程（平成６年自治省告示第１６５号）第２条第７項の規定により、第２７回参議院

議員通常選挙における参議院選挙区選出議員選挙で候補者が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該

基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数を次のとおり定める。 

  令和７年３月２８日 

群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   
 

テレビジョン放送 ラジオ放送 

基幹放送事業者名 回数 基幹放送事業者名 回数 

群馬テレビ株式会社 ３ 株式会社エフエム群馬 １ 

■ 選挙管理委員会告示 
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◎群馬県選挙管理委員会告示第１７号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により届出のあった政

治団体の名称等は、次のとおりである。 

令和７年３月２８日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 政党の支部 

  法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部 
 

政 治 団 体 の 名 称 

代表者の氏名 
会計責任者の 
氏    名 

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

公職の種類 
（第１号） 

１以上の市町村等の区域を
単位として設けられる支部 

届 出 年 月 日 

立憲民主党群馬県参議院選挙区第１
総支部 

河村正剛 杉内晟人 前橋市総社町総社２９０５－５ 

参議院議員 ○ 令和７年２月３日 

 
２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 

  国会議員関係政治団体以外の政治団体 
 

政 治 団 体 の 名 称 
代表者の氏名 

会計責任者の 
氏    名 

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

届 出 年 月 日 

自由民主党群馬県遊技産業支部 金山明永 橋本光次 前橋市朝日町３－２３－５ 

令和７年２月２１日 

いいものを守る会 矢嶋稜樹 矢嶋藍里 前橋市上泉町９８４ 

令和７年２月１９日 

すだひとみ後援会 須田元哉 須田仁美 北群馬郡榛東村山子田２５１８－２
４ 

令和７年２月４日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第１８号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により届出のあった政治団体の異動事項は、

次のとおりである。 

令和７年３月２８日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 政党の支部 
 

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日 



 令和７年３月２８日（金）          群 馬 県 報              第１０２８５号 

 

58 

参政党群馬第３支部 代表者の氏名 閑野巧 仁藤秀尊 令和７年 
２月２８日 

 
２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 
 

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日 

明るい市政をつくるみん
なの会 

代表者の氏名 小野里隆 米山繁男 令和７年 
２月１３日 

荒木征二後援会 会計責任者の
氏名 

荒木征二 佐野桂子 令和７年 
２月１４日 

追川徳信後援会 会計責任者の
氏名 

柚木万里奈 追川悦子 令和７年 
２月２５日 

川田たかし後援会 代表者の氏名 川田秀雄 萩本久次 令和７年 
２月２８日 

会計責任者の
氏名 

川田明子 堀越幸治 令和７年 
２月２８日 

群馬県看護連盟 会計責任者の
氏名 

柴泉富美子 星野友子 令和６年 
７月１日 

群馬県歯科技工士連盟 会計責任者の
氏名 

金井孝行 須永裕 令和７年 
２月１日 

群馬県民社協会 会計責任者の
氏名 

横田卓也 角田修一 令和７年 
１月１８日 

斉藤しんいち後援会 会計責任者の
氏名 

齋藤典子 齋藤惠市 令和７年 
２月２７日 

政治団体政信会 会計責任者の
氏名 

江口正三 樋口朝子 令和７年 
２月１３日 

田辺のぶお後援会 代表者の氏名 峯崎平弥 坂本勝三 令和７年 
１月２６日 

沼田利根医師連盟 会計責任者の
氏名 

石田智之 迫田洋人 令和６年 
６月１日 

松川つばさ後援会 政治団体の名
称 

松川つばさ後援会 翼会 令和７年 
２月３日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第１９号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により解散の届出のあった政治団体の名称

等は、次のとおりである。 

令和７年３月２８日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 政党の支部 
 

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日 
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日本維新の会衆議院群馬県第５選挙区支部 中島由美子 令和６年１２月３１日 

 
２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 
 

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日 

阿部忠幸後援会 金田行正 令和７年２月２８日 

新井みさこ後援会 新井美咲子 令和７年２月２２日 

新井みさこ励ます会 樋澤昌和 令和７年２月２６日 

石井おさむ後援会 石井理 令和６年１２月３１日 

小岩井りょうた後援会 小岩井優太 令和６年１２月３１日 

しがらみのない市民派市長をつくる会 小野里隆義 令和７年１月３１日 

高橋市郎後援会 高橋清文 令和７年１月３１日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第２０号 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項第３号の規定により届出のあった資金管理団体の

異動事項は、次のとおりである。 

令和７年３月２８日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   
 

資金管理団体 
の届出をした 
者 の 氏 名 

資金管理団体
の 名 称 

異動事項 新 旧 異動年月日 

松川翼 松川つばさ後
援会 

政治団体の
名称 

松川つばさ後援会 翼会 令和７年 
２月３日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第２１号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項第２号の規定により資金管理団体でなくなった旨

の届出のあった資金管理団体の名称等は、次のとおりである。 

令和７年３月２８日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   
 

資金管理団体の届出をした者の氏名 資金管理団体の名称 資金管理団体でなくなった年月日 

新井美咲子 新井みさこ後援会 令和７年２月２２日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第２２号 
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 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項、第７５条第１項、第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項及び第８６条第１項の規定による群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、３分

の１の数及び８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２ 

号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、それぞれ次のとおりである。 

  令和７年３月２８日 

群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ３１，５６０ 

２ 群馬県における選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を

 乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ２９７，２４６ 

３ 群馬県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数 
 

選挙区名 ３分の１の数 

北群馬郡 １０，１０４ 

甘楽郡 ５，８８２ 

吾妻郡 １４，３２８ 

利根郡 ８，７１１ 

佐波郡 ９，８６０ 

邑楽郡 ２６，３１１ 

前橋市 ９１，３２４ 

高崎市 １０２，１４６ 

桐生市 ２９，２５７ 

伊勢崎市 ５５，６２８ 

太田市 ５８，５３１ 

沼田市 １２，５０３ 

館林市 ２０，２７０ 

渋川市 ２０，７５５ 

藤岡市・多野郡 １８，３８８ 

富岡市 １２，８０６ 

安中市 １５，５９２ 

みどり市 １３，５９８ 

 

 

 

 

 

 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

■ 公安委員会規則 
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」 

を 

に改める。 

定中 

」 

  令和７年３月２８日 

群馬県公安委員会委員長 竹 内   健   

群馬県公安委員会規則第７号 

   警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則の一部を改正する規則 

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則（昭和４２年群馬県公安委員会規則第９号）の一部を次

のように改正する。 

別記様式第４、別記様式第５、別記様式第６、別記様式第８及び別記様式第９の２から別記様式第１１までの規

「                                         「         

 

                                                    

                                                    

 

                                            

     

  

                                                    

                                                    

  

                                                  
 

   附 則 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則（次項において「改

正前の規則」という。）の規定により提出されている請求書は、改正後の同規則により提出されたものとみなす。 

３ この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用する

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

配 偶 者 円 

子 人 円 

特定期間に
ある子 

人 円 

その他 人 円 

 

子 人 円 

その他 人 円 

子 人 

その他 人 
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条
の
規
定
に
よ
る

勤
務
に
係
る
も
の
に
限

支
給

場
合

職
員
が
し
た
第
二
号 

勤
務

第
一
号
勤
務

 

一 

第
一
号
勤
務
を
し
た

き
続
い
て
第
二
号
勤
務
を
し
た
場
合 

二 

第
二
号
勤
務
を
し
た

き
続
い
て
第
一
号
勤
務
を
し
た
場
合 

 

の

百
分
の

百
分
の
百

百
分
の

百
分
の

百
分
の

に
改

同

の

百
分
の

百
分
の
七
十
一
・
二 

百
分
の

百
分
の

に
改

 

 

の

百
分
の

百
分
の
百
二
十

百
分
の

に
改

の

百

分
の

百
分
の

百
分
の

に
改

 

 

及
び

に
改

及
び
第
三
十

を
削

び

及
び

に
改

 

第
三
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改

 

第
三
十
二
条 

削
除 

 

附
則
第
九
項
の
前
の
見
出

同
項
及
び
附
則
第
十
項
を
削

附
則
第
十
一
項
を
附
則
第
九
項

 

附
則
第
十
二
項
を
附
則
第
十
項

 

附
則
第
十
三
項
の
見
出
し

削

 

項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
感
染
症
特
定
業
務
手
当
及
び

に

改

及
び

を
削

同
項
を
附

則
第
十
一
項

 

に
改

同
項
を
附
則
第
十
二 

項

 

附
則
第
十
五
項
を
附
則
第
十
三
項

 

を 

に
改

同
項
を
附
則
第
十
四
項

 

附
則
第
十
七
項
を
附
則
第
十
五
項

 

を 

に
改

同
項
を
附
則
第
十
六
項

 

を 

に
改

同
項
を
附
則
第
十

七
項

 

を 

に
改

同
項
を
附
則
第
十
八
項

 

を

に
改

同
項
を
附
則
第
十
九
項

 

 

別
表
第
五
県
庁
の

び

び

に
改

 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

 

    

群
馬
県
病
院
局
の
処
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
三
号 

 
 
 

群
馬
県
病
院
局
の
処
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

群
馬
県
病
院
局
の
処
務
等
に
関
す
る

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 

第
二
条
の
二
中
第
二
号
を
第
四
号

第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加

 

 

二 

群
馬
県
処
務
規
程
第
三
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
週
休
日
振
替
簿
に
よ
り
行

う
命
令 

 

三 

群
馬
県
処
務
規
程
第
三
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
代
休
日
指
定
簿
に
よ
り
行

う
命
令 

 

第
二
条
の
二
に
次
の
三
号
を
加

 

 
五 

群
馬
県
処
務
規
程
第
三
十
八
条
第
一
項
前
段
の
規
定
の
例
に
よ
り
職
務
専
念
義
務
免
除
簿
に

よ
り
行
う
承
認
の
申
請
及
び
承
認 

 

六 
群
馬
県
処
務
規
程
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
職
務
専
念
義
務
免
除
簿
に
よ
り

行
う
承
認
の
申
請
及
び
承
認 

 

七 

群
馬
県
処
務
規
程
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
職
務
専
念
義
務
免
除
簿
又
は
年

次
有
給
休
暇
簿
に
よ
り
行
う
承
認
の
申
請
及
び
承
認 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
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群
馬
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に

公
布

 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
四
号 

 
 
 

群
馬
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

群
馬
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程

令
和
二
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程

第
一

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 

に
改

同
号
を
同
項
第
五
号

に
改

同
号
を
同
項
第
四
号

同
項
第
二

に
改

同
号
を
同
項
第
三
号
と
し

に
改

同
号
を
同
項
第
二
号

同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え

 

 

一 

資
格
免
許
職
Ｓ

 

 
に
改

 

 

第
八
条
及
び

び

第
二
号
及
び

に
改

 

 

に
改

 

 

下

資
格
免
許
職
Ｓ

を
加

 

 

の

百
分
の

に
改

 

 

第
十
四
条
の

の

百
分
の

に
改

同
条
第
五
項
第

の
百
二
十
一
・
五
以
上
百
分
の

百
分
の
百
二
十
四
以
上
百
分
の
三
百

に
改

の
百
十
以
上
百
分
の

百
分
の
百
十

二
・
五
以
上
百
分
の

に
改

の

百
分
の

に
改

の

百
分
の

に
改

 

 

に
改

 

 

附
則
第
七
項
の
前
の
見
出
し
及
び
同
項
か
ら
附
則
第
九
項
ま
で
を
削

附
則
第
十
項
を
附
則
第

七
項

附
則
第
十
一
項
を
附
則
第
八
項
と

 

附
則

附
則

に
改

同
項
を
附
則
第
九
項
と
す 

 

附
則

附
則

附
則

附
則 

に
改

同
項
を
附
則
第
十
項

 

 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
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別
表
第
七
を
別
表
第
八
と
し

Ａ

資
格
免
許
職
Ｓ

基
準
額
表
及
び
資
格
免
許
職
Ａ

に
改

同
表
を
別
表
第
七

 

 
別
表
第
五
資
格
免
許
職
Ａ
基
準
額
表
の

の
下

資
格
免
許
職

Ｓ
基
準
額
表
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除

加

同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加

 

            

別
表
第
五
資
格
免
許
職
Ｂ
基
準
額
表
の

の
下

資
格
免
許
職

Ｓ
基
準
額
表
又

加

同
表
を
別
表
第
六

 

 

別
表
第
四
中 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

                     

                      
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

に
改
め

同
表
を
別
表
第
五

 

 

別
表
第
三
中 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

に
改

同
表
を
別
表
第
四

 

 

別
表
第
二
を
別
表
第
三

別
表
第
一
の
次
に
次
の
一
表
を
加

 

        

資
格
免
許
職
Ｓ
基
準
額
表 

臨
床
心

は
保
健
師
で
群
馬
県

病
院
事
業
職
員
に
準
じ
保
有
す
る
資
格
免
許

に
係
る
業
務
を
担
う
会
計
年
度
任
用
職
員
で

県
立
病
院
で
の
勤
務
に
よ
り
職
務

遂
行
能
力
向
上
を
求
め
る
も
の 

 

                  

   

〇
〇
〇
円               

                 

 

              

〇
〇
〇
円   

 

を 

 

九
九
〇
円 

 

  

 

を 
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附 

則 

 

こ
の
規
程

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
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◎病院事業告示第２号 

 群馬県病院事業の設置等に関する条例の規定により病院事業の管理者の権限を行う知事が定める額の告示（平成

２５年群馬県病院事業告示第３号）の一部を次のように改正し、令和７年４月１日から施行する。ただし、同日前

に出生した子の先天性代謝異常等検査（拡大スクリーニング）の金額については、なお従前の例による。 

  令和７年３月２８日 

群馬県知事 山 本 一 太   

 表県立小児医療センターの部の先天性代謝異常等検査（拡大スクリーニング）の項を削る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 病院事業告示 
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○
条
例
正
誤 

 

五

ツ
ク
ル
ン
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

群
馬
県
条
例
第 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日

の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
公
布
に

の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

二
十
四 

 

                               

           

■ 

正 
 

誤 
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○人事委員会規則正誤 

 令和７年３月７日群馬県人事委員会規則第４号（群馬県会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規

則の一部を改正する規則） 

 
 
 
 
 
 
 
 

発行番号 ページ 欄 行 誤 正  
 
 
 
 
 
 
 

第１０２７９号 ２７ 上欄 ６   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  毎週火、金曜日発行 

                発 行   群 馬 県 

   群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

   電話 027-223-1111 

「 三 日 」 を 「 十 日 」 「 三 日 を 超 え な い 範 囲 内 で

必 要 と 認 め ら れ る 」 を 「 十

日 の 範 囲 内 で 、 一 週 間 当 た

り の 勤 務 時 間 又 は 勤 務 日 の

日 数 に 応 じ て 任 命 権 者 が 定

め る 」 


